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第６章 職員の服務の状況 

 

職員の服務の根本基準は、地方公務員法第 30条に「すべて職員は、全体の奉仕者とし

て公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念

しなければならない。」と規定されています。この趣旨を具体的に実現するため、同法で

は、営利企業等の従事制限等を職員に課しています。 

また、本市では、職務に係る倫理の保持等に関し、職員として守るべき事項を条例や

規則において定めているとともに、透明性の高い市政を推進し、もって市政に対する市

民の信頼を確立することを目的として、名古屋市職員の公正な職務の執行の確保に関す

る条例を定めています。 

 

１ 職員の職務に係る倫理の保持に関する取組 

名古屋市職員の倫理の保持に関する条例及び名古屋市職員倫理規則に基づく取組状況

は次のとおりです。 

 

（１）職員の職務に係る倫理の保持に関する状況 

ア 贈与等報告書の提出 

 

区     分 提出件数 

贈与等の内容 

金 銭 有価証券 

有価証券 

以外の 

物品 

不動産 
役務の 

提供 
供応接待 

市長事務部局 184件 0件 0件 16件 0件 0件 168件 

行政委員会等 30件 0件 11件 11件 0件 0件 8件 

企  業  局 29件 4件 1件 0件 0件 0件 24件 

合     計 243件 4件 12件 27件 0件 0件 200件 

 

イ 利害関係者と共に飲食する場合の許可 

 

区      分 申   請 許   可 

市 長 事 務 部 局 389件 389件 

行 政 委 員 会 等 37件 37件 

企 業 局 196件 196件 

合        計 622件 622件 
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（２）職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策 

ア 名古屋市職員倫理審査会の開催 

開催年月日 主     な     議     題 

令和5年 6月 8日 
贈与等報告書の審査について 

要望等記録兼報告書の審査について 

令和5年 8月30日 
贈与等報告書の審査について 

要望等記録兼報告書の審査について 

令和5年11月13日 
贈与等報告書の審査について 

要望等記録兼報告書の審査について 

令和6年 2月15日 
贈与等報告書の審査について 

要望等記録兼報告書の審査について 

 

イ 依命通達の発布 

発布年月日 件  名 

令和5年 9月 8日 綱紀粛正について 

令和5年12月20日 年末年始における職員の綱紀の保持等について 

 

ウ 体制の整備 

（ア）職員の倫理を監理する職員の配置 

区   分 人 数 配 置 さ れ る 職 員 

倫 理 監 37人 局区等の長の職にある職員 

監理主幹 66人 局区等の人事担当課長等の職にある職員 

監理主査 48人 局区等の人事担当課長補佐等の職にある職員 

 （注）令和 6年 4月 1日現在の人数です。 

 

（イ）行政監理委員会の開催 

区   分 回 数 主  な  構  成  員 

市行政監理委員会 1回 
市長、副市長、局区等（区にあっては中村区及び

中区）の長、総務局職員部長等 

局区等行政監理委員会 179回 
倫理監、局長段階の職にある者（倫理監を除く。）、

部長段階の職にある者、監理主幹、監理主査等 
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エ 研修等の実施 

（ア）研修の実施                          

区  分 主  な  研  修 参加者数 

基本研修等 新規採用者研修、公務員倫理指導者養成研修等 3,651人 

所属別研修 所属別公務員倫理研修 4,382人 

講 演 会 コンプライアンス講演会、ハラスメント講演会 292人 

 

（イ）監理主幹会議等の開催 

区  分 回 数 主   な   議   題 

監理主幹会議 4回 

名古屋市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例

について 

内部統制の取組みについて 

ハラスメント制度の運用状況について 

主な事務上の処理誤り等について 

 

オ その他の取組 

項    目 内       容 実施時期 

職場内研修会の開催 

全所属において、不祥事防止ハンドブック

等を用いた倫理研修を行い、職員一人ひと

りの倫理意識の高揚に努めました。 

随時 

局区等における不祥事防止の

取組 

局区等が、それぞれの実状に応じて、不祥

事防止の取組に係る実施計画を策定し、具

体的に取組みました。 

令和5年4月 

～ 

令和6年3月 
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２ 職員の公正な職務の執行の確保に関する取組 

名古屋市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例及び名古屋市職員の公正な職務

の執行の確保に関する条例施行規則に基づく取組状況は次のとおりです。 

 

（１）内部公益通報制度に関する状況 

件 数 事           項 

11件 

職員の不適切な言動について 

職員による私費での立替払いについて* 

職員の服務規程違反について 

職員の不適切な休暇取得について 

職員の不適切な出張について* 

職員の不適切な事務処理等について* 

職員の職務専念義務違反について* 

職員の不適切な事務処理について* 

職員による有給休暇取得に係る不適切な事務処理について 

職員の不適切な言動について* 

職員の職務専念義務違反について* 

上記のうち、*の事項については、現在引き続き調査中です。 

その他の事項については、職務基準に違反し適正な職務の執行を妨げる事実は認めら

れませんでした。 

 

（２）要望等記録制度に関する状況 

ア 要望等記録兼報告書の提出 

 区 分 個 人 
事業者 

団体等 

一定の公職に 

ある者等 
合 計 

市長事務部局 
122件 

（7件） 

5件 

（0件） 

2件 

（0件） 

129件 

（7件） 

行政委員会等 
2件 

（0件） 

0件 

（0件） 

16件 

（0件） 

18件 

（0件） 

企  業  局 
5件 

（0件） 

4件 

（0件） 

67件 

（0件） 

76件 

（0件） 

合     計 
129件 

（7件） 

9件 

（0件） 

85件 

（0件） 

223件 

（7件） 

（注）（ ）内は、不当要望等又は行政対象暴力の件数で内数です。 
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イ 不当要望等及び行政対象暴力の概要等 

概      要 対 応 結 果 

区役所支所庁舎内で喫煙していたため職員

が注意したところ、激高し、職員の腹部を殴打

したもの。 

 行政対象暴力に該当すると判断し、行

政対象暴力に係る確認通知書を送付し、

対応を終了した。 

職員の接遇に不満があるとして電話をし、対

応した職員に対して「木刀を持って保護の担当

職員を殺しに行くから区役所玄関で出迎えろ」

と脅迫したもの。 

 行政対象暴力に該当すると判断し、行

政対象暴力に係る確認通知書を送付し、

対応を終了した。 

区役所民生子ども課窓口で保護費の追加支

給を求めたため、即座に支給することができな

い旨を伝えたところ、カッターナイフを職員に

見せ、脅迫したもの。 

 行政対象暴力に該当すると判断し、行

政対象暴力に係る確認通知書を送付し、

対応を終了した。 

職員との電話において、上司からの謝罪を求

めるも、応対に問題ないことから断ると「今か

らお前の上司を殺しに行く」と脅迫し、その後

来所したもの。 

行政対象暴力に該当すると判断し、行

政対象暴力に係る確認通知書を送付し、

対応を終了した。 

生活保護業務の一環として生活状況の確認

のため自宅を訪問した職員に対し、包丁を向け

て応対したもの。 

行政対象暴力に該当すると判断し、行

政対象暴力に係る確認通知書を送付し、

対応を終了した。 

必要書類の不足により個人番号カードの一

時停止解除ができなかったことを受け、自身の

個人番号カードを投げ捨てて庁外へ出たため、

職員がカードを拾って渡そうとしたところ、職

員の左手を 2回叩いて負傷させたもの。 

行政対象暴力に該当すると判断し、行

政対象暴力に係る確認通知書を送付し、

対応を終了した。 

職員との電話において、「お金がないから生

活保護費を出せ」等の要望を繰り返し、職員が

応じられない旨を伝えたところ、特定の職員や

区民に対し包丁等で危害を加える旨の発言を

し、脅迫したもの。 

行政対象暴力に該当すると判断し、行

政対象暴力に係る確認通知書を送付し、

対応を終了した。 

不当要望等及び行政対象暴力に該当するかどうかの判断及び対応方針について、い 

ずれもコンプライアンス・アドバイザーに確認を行っています。 

 

３ 営利企業等の従事許可状況 

営利企業等への従事許可状況は次のとおりです。 
 

区      分 許 可 件 数 

市 長 事 務 部 局 282件 

行 政 委 員 会 等 1,394件 

企   業    局 180件 

合          計 1,856件 

 


